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労働安全衛生法等の一部改正J

5月 17日 から 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」(以

下、「改正」法)が国会審議入 した。この日は衆議院本会議において

厚生労働大臣の法案趣旨説明と代表質問が行われている。

過労死直前の労働者の申し出により、やつと産業医との画談

「改正」案は労働安全衡生法、労災保

険法、同徴収法、時短促進法の4つ の法

案が一
括提案 され、なかでも 「過労死 ・

過労白殺予防対策」 として産業医の面談

指導について、その範囲が 「時間外労働

が月 100時 間を超えた労働者の うち本

人の申出のあったもの」 とされているこ

とに非難の声が集中している。厚生労働

省の言 う時間外労働 とは週 40時 間を超

える部分のことであ り、週で言えば労働

者が毎週 65時 間以上働 くことを指 して

いる。 これに休憩や通勤時間が加わ り、

さらに広範にあるサー ビス残業も含めれ

ば、毎 日早朝に家を出て深夜帯 (22時

以降)に帰宅 し、さらに休 日労働が常態

化する状態となる。こうした慢性的睡眠

不足等から来る長期の慢性疲労状態が過

芳死を引き起こすことは医学的にも明ら

かにされている。過労死家族会の代表は

「医師の面接指導が 100時 間の残業、

本人申し出であることを知って驚いた。

100時 間残業は過労死する基準で予防

対策なら20～ 30時 間のはず。本人が

申し出る状況などない」と述べている。

(2005年3月16日厚生労働省 との 「法案説

明会」での発言,全国センター通信70号)

r
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過労死 口過労自殺の発生に手をかす規則へ改悪

また、「本人の申し出」については施

行規則に挿入されているが、労働政策審

議会での審議の過程で出てきたと聞いて

いる。過労死の家族が言 うように、多く

の過労死 ・過労白殺事例では、被災者は

極度の疲労や うつ等の状態に追い込まれ

本人だけでは回復に向けて判断不能な状

態に陥 り発症 している。家族もその状態

に巻き込まれていることも多い。だから

こそ過労死 ・過労白殺の予防対策として

安全衛生委員会の活用や職場での同僚の

いままでの 「過重労働総合対策」から大きく後退

そもそも 「過重労働対策の総合通達」

(厚生労働省2002年12月12日)では、時間

外労働が月45時 間を超えると過労死を

発症する危険が強まるとして、月45時

間以上の時間外労働を行 う労働者に対 し

て 「産業医による事業場での健康管理に

ついての助言指導」を実施することとし

支援や家族への働きかけの重要性が強調

されるのである。企業の労働者への健康

配慮義務はこうした措置やサポー トを企

業が採るべきことを含んでいる。

このように 「改正」案の 「本人の申 し

出」は、判断不能な状態にある労働者に

申し出の責任を課 し、「本人の申し出が

なかつた」 と企業責任を免罪することに

な りかねない。予防措置 どころか、過労

死 ・過労白殺の発生に手を貸す ことにつ

ながるといつても過言ではない。

ている。さらに月 100時 間の時間外労

働は過労死発症のレッドガーンだとして

いる。この領域に労働者を置かないとい

う労働安全衛生法の措置こそが緊急に求

められている。今回の法案はこの総合通

達からも大きく後退 した内容となつてい

る。

への理解が広がっている。政党も与党を

除き、長時間労働の是正、過労死 ・過労

自殺の予防のために労働安全衛生法の全

般的見直 しが必要と主張 し、法案に反対

であることを明らかにしてきている。法

案は現在、厚生労働委員会に審議が付託

され、 7月 15日 から委員会での審議に

入る予定です。 し か し、郵政民営化法案

を巡つての攻防があ り、審議の目途は流

動的な情勢です。

7月 7日 、過労死家族の会が国会請願

を行い、「原案 どお りは成立させない。」

との言質を得たと言 う情報 もあります。

(「九州社医研レター」より抜粋)

労働者保護の立場で実効ある措置を
いのちと健康全国センターが呼びかけ

過労
ン
死 ・過労 自殺 を予防す るために

は、長時間労働、過重労働の規制 ととも

に労働者がいつでも産業医と相談できる

よ うな健康管理体制の強化が急務であ

る。その上で時間外労働が月 45時 間以

上の労働者に対 して医師の面談指導を義

務付けるなど長時間 ・過重労働を規制す

る実効ある措置こそが求められている。

3月 に行われた全国センターが主催する

「地方センター代表者会議」でこの法案

に対する全国的な運動を起こす老、要が議

論 された。 これを受けて全国センターが

イニシアブを発揮 して リーフレットの作

成、国会行動などを開始、法案の問題点
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閃野さんの労奨認定を

5月 29日(日)午後 1時 半から、刈谷市

勤労福社会館にて、42名 の参加の下、

内野さんの労災認定を支援する会第 2回

総会が開かれました。

開会挨拶では、近森代表委員が、「/1ヽ

さいけれど、旗色鮮明を掲げて運動を進

めてきた。勝利は、 ト ヨタの労働者に明

るい光がさす ものになる。」と挨拶 しま

した。 出 下事務局長による経過報告、

大羽さんから会計報告に続き討論に入 り

ました。

討論では、全国センター・佐々木昭三

氏、中京大学・猿田正機教授から運動を

全面的に支援する発言がありました。

申請者 ・内野博子さんからは、愛知労

働局へ審査請求に対 して取 り組んだ署名

のお礼、ご主人の被災前一月は帰宅時間

が極めて遅くなり、朝食の時間に帰宅す

るほどであつたこと、裁決書では上司の

言葉を鵜呑みにし誤つた認定をしている

こと、また、愛知労働局審査官が裁決書

を郵送 して、 3月 下旬の人事異動により

転勤 し、裁決書の出し逃げをしたこと、

4月 には桜が満開の時期に入学式があ

り、楽 しいはずの時期に理不尽な裁決書

を読まなくてはならないという辛い拘の

内を話され、参加者の涙を誘いました。

また、名古屋過労死家族の会を代表 し

て、倉田利奈さん (夫が刈谷市美術館職

実 援 す る 会

員で過労死)が 挨拶されました。倉日さ

んは 「職場は、 ト ヨタ自動車と刈谷市役

所ですが、刈谷は トヨタのお膝元。お互

い職場の人に聴き取 りをしても嘘を言わ

れたり、裏切られることが何度もありま

したが、人一人の命が亡くなつたにもか

かわらず、本当にや りきれない思いです。

このような活動をするに当たっては、辛

いことを思い出さなければなりません。

落ち込んで前に進めない時もあると思い

ます。あまり無理をして頑張りすぎない

よう、ぼちばち行きましょう。」 と挨拶

されました。

その後、内野博子さんは、 ト ヨタ労組
へt)支援をお願い し (7/8)、 豊田労

基署の労災保険不支給の取 り消 しを求

め、名古屋地裁へ提訴を予定 しています。

劣2回兼婆楽
野こんのデ
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(総会で訴える内野 さん)



トヨタ自動車

内   里 予

主塾 ジ才 夕L

審査請求事実

署査請求棄剤の間題点
弁護士 田 巷紘子

内野さんの労災認定を支援する会第 2回 総会において、日谷
弁護士は、「審査請求棄却の問題点」と題され、次のよう講演
されました。その要旨を紹介します。

■ _  雲 蓬 去 口弟【 買登 電子言:記 %じ チfE口 壕真

内野さんの労災申請は、もともと資料  す るかによって、結論は変わり得たはず
が少ない事件ではない。労働時間や業務  で あった。しかし、愛知労働局審査官は、
内容に関する資料は、内野さんの努力に  内 野さんの業務の実態を直視 しようとせ
によってすでに豊富に集められている。  ず 、会社側に 「流れた」判断を行つた。
そして、各資料および供述をいかに評価

2_業 務 量   (牛 寺 rこ 労 働 時 FH3) rこ
―ジ ぃ て

①業務の範囲を非常に限定して捉えている

内野さんが担当していたサークル活動  に 「業務とは別個のもの」と判断され、

などの各種の仕事は、趣旨および目的が  何 ら、業務として考慮するあるいは掛酌
「自己研鑽」であることを理由に、明確  す る、といつた評価はなされていない。

②サービス残業時間に、仕事ではなく 「私的な雑談」をして居眠りしていたと判断

工場に拘束 されていた時間について  ○ 内野さんの所属組みには、新人あるい

は、豊田労基署から、 ト ヨタ側 と認識が  は 派遣社員も多く、おそらく不具合の発
一致 していた。その内実、内野さんが遅  生 (あるいは発生しないようにフォロー

く (翌朝早く)ま で職場に残ってどんな  し なければならなかったこと)について、
仕事をしていたかについては、愛知労働  ラ イン外検査業務担当の内野さんの負担
局担当審査官は、直属上司のGLが 、豊  は 、より大きかったであろうこと (経験

田労基署に対 して供述 した内容を鵜呑み  則 上の推定)

にして、それに基づいて判断した。    ① 年明けのライン変更に伴い、不具合件

数 もきっと増えていたはずであること
しかし、           Ⅲ    (同 上)等 を、 ト ヨタシステムの中に正

○内野さんが所属組で唯一の30歳 代E  し く位置づけ、多面的な視点から評価 し
X(班 長)で 残 りは定年間近のEXで あ  た 場合、内野さんが定時終了後、相当長
り、QCサ ークル リーダー ・交通安全 り  時 間に及ぶ残業をしなければ仕事がこな
―ダー等の 「役割」が、全て内野さんに  せ なかった、という判断をすることは可

集中していたこと。           能 だつたはずである。
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4_ 業 務 と 被 二縫 6D Eヨ 壕R健 幻 イ系 rこ つ しヽて

③小括

結局、ラインが動いていて、車のボデ

ィを作つている時だけを 「業務」として

いる。

愛知労働局審査官段階で、弁護団とし

業 務 の 質 に エ
ー Bし ヽて

全 く考慮 されていない。

トヨタシステムについて、審査官段階

で相当5食調 したにもかかわらず、全 く理

解を欠いている。 ト ヨタシステムにおい

て、内野さんが担当していたライン外品

質管理業務が どれだけ重要で、どれだけ

ス トレスフルだったかについて全 く理解

審査官段階の最終盤において、専門医
・福永医師の全面的協力を得て、解剖 し

た組織標本を見て頂き、組織に現れたス

トレス ・過労の痕跡をたどつた知見を鑑

定書としてまとめて頂いた。その内容は、
ス トレスによる免疫の力の低下の結果、

心筋炎を発症 し、その炎症が引き金 とな

り最終的には不整脈に至ったという、極

めて科学的な分析であつた。最初に解剖

ノJヽ括

労働時間数だけで勝負を決する、型枠

に縛 られた判断でしかない。さらに、「(深

夜午前 1時 に交代勤務終了後)好 きこの

んで朝 5時 まで職場に残る人間などいる

はずない。」 とい う常識を無視 し、上司

田谷弁護士は、以上のような内容で講演を行い、

愛知労働局審査官決定の不当性を強調 しました。

(文責 鈴 木利往)

て、相当資料を提出し、支援する会から

も陳述書を二通出して頂いたのに、それ

らが全く考慮されていなかったn

されていない。

また、昼夜勤交代勤務に、必然的に生

じるス トレスについては、「規則的な交

代勤務だったから」という理由で全く考

慮されていない。つまり、夜勤労働の過

重性を全く評価 していない。

した黒田医師の知見と結論においては相

反 しないが、結論にいたる経過について、

過労 ・ス トレスとの因果関係をより明確

にして頂いたものであった。

しか しなが ら、審査官は、「福永鑑定

は、(実際の解剖組織標本を見ていない)

局医への批判に過 ぎない。」 と福永鑑定

を一蹴 した。

の陳述に全面的に依拠 した。その上、専

門医 ・福永医師の鑑定書を理由なく一蹴

するという、非合理的 ・非科学的な判断

であつた。不当極まりない。

！！
　

！品
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第 1回中央労働安全衛生学茂
参 力■ 華臣

名古屋市立高等学校教員組合

菊里高校分会 佐 々木 一郎

6月 4日 ～ 5日 に熱海で行われた第 1回 中央労働安全衛生学校に

参加 しました。昨年までは東 日本 ・西日本にわかれてセミナーが開

催されていましたが、今年度より全国規模のものとなりました。当

初は 2泊 3日 で企画されていたものを、諸般の事情により1泊 2日

にしたとのことで、非常にきついスケジュールではありましたが、

充実したものとなりました。そんなわけで、内容が豊富で多岐にわ

たっていますので、時間経過にしたがつて簡単に報告 します。

第 1講義 「労働者のいのちと健康を守る運動の歴史と今日的課題」
全国センター理事長 福 地 保 馬 氏

まず戦後の労働者の健康問題の移 り変   こ のことは、労働形態の多様化と無関

わりを年表 ・資料をもとにふ り返 り、そ  係 ではありません。正規職員の減少 ・夜
の後現在の労働者の健康状況の特徴を概  間 労働者の増加などがわれわれの健康に

観 しました。              も 深い影を落としているわけです。つま

戦後の産業復興の時代から高度成長期  り 、私たちの働き方は社会の変化によつ

あたりまでは、鉛 ・水銀などの急性中毒  て 変わるということ。そ して、そこから

や白ろう病に代表されるような職業病な  生 じる私たちの健康問題 も、社会の変化

ど、体に直接危害が加わる健康問題が中  ・ 働 き方によつて変わるとい うことで

心であったのが、現在に近づくにつれて  す 。

生活習慣病 ・メンタルヘルスといつた慢   「 労働者の健康は労働のあり方で決ま

性的あるいは心に関する健康問題が浮上  る 。働き方をかえないでは健康をまR)れ

してきたことがわかります。       な い。」という言葉が印象的でした。

第 2講 義 「職場健康調査の作成と分析する視点」
全国センター顧問 渡 部 長 也 氏

働 く者にとつて、自分たちの健康と安  と 、講義が始まりました。ある調査を俎

全は闘 うことなくしては守れない。その  上 にのせ、ちょっと辛口に批判 しつつ調

ために、まず現状を適切に、正確に知ら  査 のポイン トをわかりやすく教えていた

なければならない。その基本になるのが  だ きました。以下、レジュメからの引用
“
調査

"で
ある。            で すが、調査の手順が簡潔に述べられて

冒頭で概略以上のように述べられたあ  い るので参考にしてください。

調査の目的 。目標を明確にする。

それに参考となる資料類を検討する。

③ 理想的な調査設計を作る。
④ その通り実施できない場合、実施可

一

―

①

②
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能な計画を作る。理想設計との相違
点を明確にしておく。

⑤ 試験的調査 (予備調査)を 行い、不

都合な点を修正する。
⑥ 本調査実施。

⑦ 集められた情報の解析。(どう解析す

るかは調査設計の段階で決めておく。)

③ 解析結果について検討

③ 結論をだす。(目的との整合性がある

分散会 (1)

第 1講 義、第 2講 義をうけて、 20名

ほどの分散会があ りました。地域 ・職場

も違い、さまざまな話が聞けたのですが、

従来、職場巡視を行 う際の観点はどう

しても 「モノ」すなわち危険物だとか労

働環境 (空気 ・騒音 ・照明)な どにかた

よりがちでしたが、この講義ではもう一

つの観点である 「コト」すなわち労働者
の 「言 うこと」「示すこと」、労働者から

分散会 (2)

2日 目の午前中に2回 目の分散会があ

りました。第 3講義をうけて、職場巡視
・労働安全衛生委員会が話題の中心とな

りました。各職場に労働安全衛生委員会

時間の関係上、後半の 「労災補償制度
の概要」にはふれ られませんでしたか、

現状の労働安全衛生法の概要とその精神

は十分理解できました。

労働安全衛生というと、つい労働災害

が発生した後のことに目が向きがちです

が、法の目的には 「労働災害の防止」と

いう観点があり、この点こそ私たちがふ

こと。)

⑩ 結論に基づいて対策を樹立する。

「職場での調査は、結果をきちんと評

価 ・批判することで運動を前進させるこ

とができる。また、調査をすることで問

題意識を持ってもらうという副産物もあ

る。」とのことでした。

共通 していたのは、労働時間の長 さ (サ
ー ビス残業)と メンタルヘルス問題の深

亥Jさです。

だんから心がけていかなくてはならない

ことだ、と改めて感 じました。

また 「メンタルヘルスの問題には行政

も十分対応できていない」 とい う指摘 t)

あ り、私たち自身の問題 として法整備な

どの面を求めて行かなくてはならない、

とい うことも感 じました。

第 3講 義 「職 場 の評 価 、モ ノ とコ ト」

労働科学研究所特別研究員 阿 部 長 雄 氏

「聞くこと」の重要性が示 されました。

また、産業医 ・保健師 とのコミュニケ
ーションの重要性 も指摘 されました。今

後の職場巡視などに活か したい観点だと

思います。

がある名高教の現状は、全体か ら見ると

進んでお りこれを活かす ことの大切 さを

痛感 しました。

第4講 義 「労働安全衛生法と労災補償制度の概要」
全労働省労働組合中央執行委員 丹 野 弘  氏
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第 5講 義 「安全な仕事はディーセントワークの前提
労安活動と労働組合の役割」

全国労働組合総連合 熊 谷 金 道 氏

深刻化す る労働者の健康破壊の実例 と

して、健康診断の有所見率の増加 とメン

タルヘルスの悪化があ り、これ らの背景

として 「合理化」「成果 ・業績主義」「労

組のチェック機能の低下」がある。だか

らこそ労働組合が労安活動を自分たちの

職場の問題 として重視 し、働 くルールを

最後に

労働安全衛生にはあまり関心が無い方

が多いのではないで しょうか ?し か し
「労働安全衛生」を 「フい身ともに健康に

働くこと」と読みかえれば、私たち教員

にとってとても大切な問題の一つとなら

確立する役割がある、とい う主旨のお話

で した。

第 1講 義でも指摘 されたのですが、私

たちの健康が社会の変化 と密接に関係が

あ り、その中で労働組合の役害Jがあらた

めて重要になっていると痛感 しました。

ないでしょうか ?健 康の問題を個人の問

題にしてしまわないこと、この辺 りが労

働安全衛生の出発点であると感 じた二日

間でした。

倉田さんの公務奨善認定を支援する会
第 2回 総 i象 開 催

倉田さんを支援する会総会が、6月 5

日に刈谷市民会館で開かれました。総会

では、
'1年

間にわたる支援する会の活動

と、その時々に求められていた運動が報

告されました。

この日、刈谷市への申し入れに対する

回答が紹介されました。倉田さんの公務

災害認定の可否が、公務災害補償基金本

部との協議が行われている段階です。こ

のときに、申請者である刈谷市が、「そ
の後の調査で、倉田さんの件は公務災害

と判断することが妥当であり、認定を望

んでいる。」と追加意見を提出すること

は決定的に重要です。 しかし、私たちの

申し入れに対 して、回答では、「提出済

みの申請書に認定を求めている趣旨は含

まれている」と述べたにとどまり、残念

ながら前進的な回答は得られませんでし

た。

刈谷市に対 して、追加意見書の提出を

さらにねば り強 く追求 しなが ら、任命権

者である刈谷市の考えは 「認定を望んで

いる」ことを本部協議に反映されるよう

に運動をしようと意見が出されました。

夏休みの期間中に、関係者の意見書を本

部に提出することも提案 されました。総

会では、福井弁護士から激励の挨拶があ

り、同 じ労災認定の運動をしている、 ト
ヨタ自動車 ・内野博子さんから連帯の挨

拶があ りました。

総会では、名水労 ・吉)||さんが、これ

までの運動の成果 ・到達点をまとめ、今

後の運動の方向について、重要な指摘 と

ア ドバイスがあ り、参加者はこの運動に

確信を深めることができました。

(文黄 :今枝  |!|lt4)
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第 4回 金れさんを支援し

5月 21日 (土)の 午後 4時 ～ 6

時まで労働会館会議室に44名 が集

ま りま した。総会は、浜島さんが指

揮す るプロローグノングで始ま り、

大家 さんの議長あいさつの後、世話

人を代表 して中野雄介 さん (新幹線

公害訴訟原告団事務局長)か ら力強

いあいさつを受けま した。

宮崎事務局長か らは、昨年 8月 の

泰中さんの労災認定、 9月 の地労委

命令での一定の勝利、今年 4月 の泰

中判決の完全勝利 とい う3つ の大き

な前進があったこと、
一方、ゆたか

福社会は、前 田専務理事の解任 と処

罰、鈴木峰保、鈴木清覚常務理事の

解任 と参与への転換をはかるととも

に、時間内労働組合活動の規制を強

めていること、ゆたか労組は組合員

を減 らしなが ら、かたくなな姿勢を

変えず、ゆたか法人を相手として裁
判 を始 めるな ど、ます ます孤立 を深

人権を守る会総会を開催
かめていることなどの報告があ りま

した。

高木弁護士か らは地労委 と裁判で

の闘いの報告があ りました。泰中判

決の中で、ゆたか福社会法人 とゆた

か労組が一体 となって泰中さんの人

権を侵害 したことを認め、 500万

円の損害賠償 を共同 して支払 うよう

に命 じたことが重要 と指摘 しました。

ゆたか労組が法人 と共犯であること

を明快に判決の中で認めたわけです。

全国各地か ら集まった支援する会

の会員か ら、歌声やメッセージによ

る励ま しが発表 されま した。最後に

今年の運動方針 と世話人が提案 され、

アピール とともに満場の拍手て
｀

承

認 されま した。中京大学の中川武夫

教授か ら閉会のあい さつが され ま し

た。参加者は連帯の決意を浜島さん

指揮の大きな歌声に託 して総会を終

わ りました。

鋼 さんと員凝|.Aぼ 言守0岱
i・

籍4回 総合



人権侵書の泰中載判勝利報告集会
5月 21日 (土)18時 30分 から

労働会館東館ホールでローカルユニ

オンと金丸 さんを支援する会 との共

催で行われ、 50余 名が参加 しま し

た。 LUの 津 田書記長の司会で経過
が報告 され、高木弁護士か ら判決の

特徴が話 されま した。 ローカルユニ

オンゆたか分会か ら鈴木分会長 と金

丸 さんか ら職場の変化が報告 され ま

した。民主労組委員長 と樽松愛労連

書記長か ら激励 とお祝いの言葉があ

りました。

泰中さんか ら、闘いに勝利 した喜

び と支援者への感謝の言葉が元気な

声で述べ られました。 森 扶佐子 さん

が代表 して泰中さん とその癌、子 さん

に花束が贈 られま した。名古屋大学

法学部教授の森英樹 さんか らも、激

励のことばが寄せ られ、各地か ら駆

けつけた青年達は歌声で泰中さんを

励ま しま した。

最後に三枝委員長からこの勝利をも
とに、泰中さんの職場復帰 とゆたか

福社会の再生を願 って全商解決に向

けて努力する決意が述べ られま した。

集会の後、 20名 が二次会に参加
して、おい しい ビール と楽 しい交流
のひ とときを持ちま した。 3次 会は

日付けが変わるまで続いたようです。
その後 ロ ーカルユニオンと金丸

支援する会の連名でゆたか福社会 と

ゆたか労組に対 して、い くつかの要

求を実現するように申し入れを行い

ました。要求の概要は① 綱 領を廃
棄すること ② 泰中事件の全面解決
をはかること ③愛労連ローカルユニ

オンとしての要求です。これらの問
題は中労委の和解交渉と合わせて進
めていく予定です。   (宮 崎)
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―宮で健康学校が

6月 26日 午後、一宮アイプラザで一

宮健康学校 と 「人として生きる じ ん肺

闘争の記録」映画上映会が行われ、約 6

0人 の参加で成功を収めました。

健康学校講演の三栄国康愛知健康セン

ター理事は、国内外の労災問題の動きを

紹介 しながら、労働安全衛生法の概略を

説明し、特に、パー ト等が労働法の 「労

働者」数に入ることを強調 しました。ま

た、暑熱環境について、温度 ・湿度 と幅

射熱を総合 したWBGTに よる産業衛生

学会の許容基準を示 し、「WBGT― 暑

熱環境計」機器を参加者に手渡して、熱

中症の予防対策を勧めました。厚労省の
「′いの健康づくり指針」についての留意

点の資料は貴重なものです。
「人として生きる」映画は、被災者の

惨状に′卜を痛めるとともに、全国でたた

かいに立ち上がった勇気に感動が広が り

ました。 「あやまれ、つ ぐなえ」だけで

なく、「予防策確立」を患者がいのちを

かけて訴 える姿 t)深い共感 を呼び ま し

た。被災者の訴えに長野県知事が涙を し

たたらせる場面では、すす り泣きの声 t)

聞こえました。

最後の発言で、 」R貨 物の労働者が、

機関車に冷房室があ りながら運転席を離

れ られないために熱中症が発生 している

現状 と、改善に向けて取 り組む意思を表

明 しました。

これに先立つ 20日 (月)、一宮健康
センター設立の呼びかけ人会議が、「呼

びかけ」 と設立準備会設置を決定 しまし

た。 26日 には、 この 「呼びかけ」が酉己

布 され、 9人 の個人加入がありました。

(文責 i三栄)

議演する三栄さん

富士電機工事
東野過労自

は じめ に

平成 11年 8月 1日 に夫は単身赴

任先であつた名古屋の社宅で自殺 し、

翌 日会社の社員によって発見 されま

した。働 き盛 りの 43歳 で した。 こ

の夏は夫の七回忌法要を迎えます。

あの 日か ら私たち家族の生活は一

変 し、当時思春期 を迎えていた子供

たちの心にも大きな傷を残 しました。

樹要

とりわけ労災申請をすると父親 と親

しかつた同僚が、雲の子を散 らした

ように居なくなっていくさまを見て、

屈託の無い少年だつた癌、子達は人間

不信にな りま した。そ して私 自身 も

心の病気になりなが らも労災、裁判、

そ して残 された家族の為に老、死で働
いてきました。
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これまでのいきさつ

*高 校を卒業後、富士電機関連会社の富
士電機工事株式会社に入社c

*平 成 9年 6月 末に関西支社の技術第二

部技術課長 となり転勤になりました。
*平 成 9年 11月 6日 、胃潰瘍、表層性

胃炎で川崎市内の病院で受診。 10日

間の代休をとる。 (出社拒否症の症状
あり)

*平 成 9年 12月 8日 、うつ病 と診断さ
れる。 10日 間の休養加療。

*平 成 9年 12月 18日 からさらに 3ヶ

月程度の休養加療が必要と診断され、

関西支社に自ら赴き診断書を提出す
る。

*平 成 10年 1月 26日 、治療途中にて

関西支社へ復職する。復帰先は阪急電
車高架下の通称 「中津の倉庫」 と呼ば

れているところで した。
*平 成 10年 3月 21日 、中部支社へ単
身赴任。人材不足の中で複数の現場を

おわりに

夫の告別式に富士電機工事 (株)の 社

長か、ら話があるとい う事で、葬儀場で話
しま した。 この時、「長谷川には大変申
し訳ない事をした。」 と深々と頭をさげ
ました。社長は改人の名前を間違え、遺
族に謝罪をして、「今後の事は会社が遺
族に対 して保障をしてゆきます。」 と言
われました。

私は、会社が責任を認める事は当然の
こととして受け止めていましたし、夫の

死に対 して会社は責任を認めたものと思
つていました。 し か し、その後態度を変
えて、会社の非を認めるどころか、補償
もなく、訪寸罪もなく、証拠になるものは

(事務局より)

抱えながら、 ISOや Mグ レー ド試験
(組織的に行われている昇進試験)、

サンリツプラザ松本 (受注当時から
2000万 円の赤字が予想 されていた

現場)を 担当していました。
*平 成 11年 8月 1日 、社宅にて総死。
*平 成 11年 9月 名古屋西労働基準監督
署へ労災申請 したが、平成 13年 9月

不支給処分
*そ の後、審査請求 し棄却。現在、再審
査請求 し日頭審理も終えている。

*平 成 15年 8月 、名古屋地方裁判所に
おいて富士電機工事 (株)を 提訴。

第 1回証人尋問 (会社側の証人 3名 )
が終わ り、第 2回 証人尋問 (原告)6月
22日 13時 30分 (名古屋地裁)、第
3回 証人尋問 (精神科医主治医 ・勝田先
生)横 浜地裁 (7月 6日 )

何も出さず、決 して許す事が出来ません。
又、裁判のなかで会社側から 「本人の

健康管理義務」について指摘 されていま

すが、私には不思議でなりません。それ
は、身体 (内科、外科)に 病気を抱えて
いる人に 「本人の健康管理義務」を問 う
のと、 うつ病にかか り判断能力が落ちて
いる人に 「本人の健康管理義務」を問 う
のは無理があると思 うのです。

裁判傍聴においで頂いた皆様にお礼を

申し上げるととモ)に今後のご支援をお願
いいた します。

東野事案についての詳細は、 8月 末に発行される「年会誌」をご一読下さい。
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自殺 3万 人一…救えた命がある
1日 に 88人 。昨年、自殺 した人

の数である。

警祭庁によると、総数は 3万 23
25人 。前年 より2000人 減った
とはいえ、 7年 連続で 3万 人を超え
ている。未遂の人はこの 5～ 10倍
いるといわれている。

原因は 「健康」 と 「経済生活」で
3分 の 2を 占める。 この二つはいつ
の時代にもある悩みだが、競争社会
の過酷 さが強 く背中を押すのかもし
れない。家族や地域のつなが りが薄
くなっていることも、 自殺の増加 と
無縁ではあるまい。

厚生労働省は 2010年 までに 2
万 2000人 に減 らす計画を 5年 前
に立てた。 「うつ」への対策が柱だ。
自殺 しよ うとする人は様々な事情を
抱えているが、その多 くは、 うつ病
や うつ状態に陥っている。相談や治
療を しやすい態勢をつ くることで、
自殺を減 らそ うとい うのだ。
方向は間違ってはいない。しか し、

掛け声だけで、なかなか実行できて
いないのが現実である。政府は自殺
の原因や背景をもつと調べるととも
に、すでに取 り組んでいる自治体や

民間の活動を助け、広げることに力
を入れた方がいい。

新潟県で十 日町市 と合併 した旧松
之山町では、毎年、自宅に住むo5
歳以上の人 に心の健康度 のアンケー

トを している。心配な結果が出れば、

保健 師が会 って話 を聴 く。 さらに精

神科 医が 自宅 を訪 問 して診祭す る。
こ うして、 10年 で 自殺率 は 4分 の

1に 下がつた。

青森 、秋 田両県は相談窓 口な どの

一
覧表を全戸に配っている。
個人でも自殺防止にかかわる人が

増えている。悩みの相談に乗る 「い
のちの電話」のボランティアは、全
国で 700o人 を超える。

秋 田市では自己破産 した経験のあ
る 61歳 の男性が、中小企業の経営
者に的を絞って活動 している。夜逃
げ してきた一

家が訪ねてきたことも
ある。 3年 間で約 ]50社 の相談に
乗つた。つ らい経験 を自ら話す こと
で相手を勇気づける。

飛び込み 自殺の多い福井県の東尋
坊で昨年 4月 、相談所を開いたのは、
やは り61歳 の元警祭副1署長だ。 こ
の 1年 で約 60人 の命を救った。今
では町もパ トロールに協力する。

日本を上回る 「自殺大国」だった
フィンラン ドは、 80年 代か ら防止
に取 り組み、自殺率を 3割 減 らした。
自殺 した人の遺族 らに会って原因を
究明するとともに、教会や学校、職
場で、 うつ病患者への相談や治療に
力を入れたのだ。

日本ではまだ 「町のイメージが悪
くなる」 として対策を渋る自治体 も
ある。 02年 度調査によると、「自殺
予防」 とはっき りうたって対策を立

てていた県は七つ しかなかった。
秋 田県で先月末、 自殺サイ トで知

り合い、練炭を買いにい く若い男女
が警察に見つかつた。高校 1年 の女
性は 「自殺できずに残念。でも失敗
に終わってほっとした。不思議な気
持ちです」と話 した。

多 くの人は迷いなが ら死を選ぶ。
だか らこそ、引き留めることもでき
る。
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ここぅ:労働会館本館2階会議室

月  日 事 案 時間 ・場所など

7月 24日 (日) 愛労連定期大会 10:00中 村区役所ホール

25日 (月) 第 26回 事務局会議 10!00事 務所

27日(水) 金丸事務局会議 18i30事 務所

29日 (金) 泰中中労委 東 京

8月 3日 (水) 厚生労働省交渉 10100東 京 (宮崎)

4日 (木) 第 6回 理事会 18i30労働会館会議室

6 日 (土) 内野さん支援する会事務局会議 13!00安 城青少年の家

8日 (月) 第 27回 事務局会議 10:00事 務所

8月 13日 (土)～ 17日 (水)   セ ンター事務所閉局(盆休み)

27日(上)第1 △
〓

必
鵬

鵠
別

灰

Ｊ 13i30労働会館本館

2階  会 議室

お願 い          '

第 15期 の会費納入をお願いします。
団体 ・一日 ・●,000円

個人 ・一口 。4,000円         Ⅲ 十単鵠‐
郵便振替 ・0870-● ―Z7423

加入者 ・理細健康センター

ン
ヽ§ ざ ざ 翌 料

十ト
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